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福島社発第 ２３６ 号 

平成２９年 ３月１０日 

 

会 員 各 位 

 

福島県社会保険労務士会   

会 長 金 子 昌 明  

（公印省略）  

 

算定基礎届等の届出用紙の社労士あて一括送付の取扱いについて 

 

算定基礎届等の届出用紙の社労士あて一括送付の取扱いについて、別添のとおり取扱うこ

との通知がありました。 

４月上旬から管轄年金事務所より受託事業所一覧表が送付されますので、適宜対応いただ

けますようお願いいたします。 

 一括送付を希望する事業所については、同意書の提出が必要となります。ただし、昨年度、

提出している場合は不要です。 

一括送付を希望しない場合であっても、年金事務所における受託状況の確認のため、受託

事業所一覧表の確認を行い、管轄年金事務所に提出をお願いいたします。 

また、受託事業所一覧表のすべての事業所の同意書が提出されている場合は、賞与支払届

についても社労士あて一括送付ができることとなりました。すべての事業所の同意書が提出

されていない場合は、システム上、賞与支払届については、事業所への送付となることをご

了承ください。 

なお、算定基礎届等の届出用紙の送付時期については、早めに送付いただきたいことを要

望しておりますことを申し添えます。 



福島県社会保険労務士会会長様

福島年発第 1号

平成 29年 3月 6日

日本年金機構

東北福島年金事務所長

(福島県代表事務所長)

算定基礎届等の社会保険労務士への一括送付にかかる取扱いについて

日頃より社会保険事業につきましては、ご理解とご協力を賜り深く感謝申し上げます。

標記につきましては、平成 25年より算定基礎届の一括送付を実施しておりますが、平成

29年度につきましては、以下の方法で取り扱うことといたしましたので、貴職におかれま

しては、貴下会員の皆様へ周知のほどよろしくお願いいたします。

なお、賞与支払屈につきましては、これまで同様一括送付の取扱いを行わないこ とにつ

いて何卒ご理解を賜りますようお願いいたします。

記

1 社会保険労務士委託事業所一覧表について

管轄年金事務所より社会保険労務士委託事業所一覧表(以下「一覧表」という)を、

4月上旬に受託社労士宛に発送いたしますので、確認のうえ同意書を添付し平成 29年

4月 28日(金)までに年金事務所に提出願います。

注1) 昨年までに同意書を提出した事業所については ro印Jを記してありますので

改めての同意書提出は不要です。

注 2) 新規受託事業所で一覧表に記載のない事業所は追記 し、「同意書Jと「事業所

関係変更 (訂正)届」 【104届書]を添付願います。

注 3) 受託解除等の受託事業所でなくなった事業所は、一覧表の事業所名を二線抹消

し「事業所関係変更 (訂正)届J[104届書】をご提出願います。

2 年金事務所では算定基礎届と提出された一覧表との突合を行い、委託業者から 6月中

旬をめどに、受託社労土宛に一括して発送します。

なお、算定時における総合調査の対象となる事業所分については、一括発送は行わず

別途、受託社労土宛に送付いたします。

以上

29.3. i 
す

福島県社会保険労務士会会長様

福島年発第 1号

平成 29年 3月 6日

日本年金機構

東北福島年金事務所長

(福島県代表事務所長)

算定基礎届等の社会保険労務土への一括送付にかかる取扱いについて

日頃より社会保険事業につきましては、ご理解とご協力を賜り深く感謝申し上げます。

標記につきましては、平成 25年よ り算定基礎届の一括送付を実施しておりますが、平成

29年度につきましては、以下の方法で取り扱うことといたしましたので、貴職におかれま

しては、貴下会員の皆様へ周知のほどよろしくお願いいたします。

なお、賞与支払届につきましては、これまで同様一括送付の取扱いを行わないことにつ

いて何卒ご理解を賜りますようお願いいたします。

記

1 社会保険労務士委託事業所一覧表について

管轄年金事務所より社会保険労務士委託事業所一覧表(以下「一覧表」という)を、

4月上旬に受託社労士宛に発送いたしますので、確認のうえ同意書を添付し平成 29年

4月 28日(金)までに年金事務所に提出願います。

注1) 昨年までに同意書を提出した事業所については ro印」を記しでありますので

改めての同意書書提出は不要です。

注 2) 新規受託事業所で一覧表に記載のない事業所は追記し、「同意書Jと「事業所

関係変更(訂正)届」 【104届書]を添付願います。

注3) 受託解除等の受託事業所でなくなった事業所は、一覧表の事業所名を二線抹消

し「事業所関係変更(訂正)届J[104届書]をご提出願います。

2 年金事務所では算定基礎届と提出された一覧表との突合を行い、委託業者から 6月中

旬をめどに、受託社労土宛に一括して発送します。

なお、算定時における総合調査の対象となる事業所分については、一括発送は行わず

別途、受託社労士宛に送付いたします。

以上
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社会保険労務士委託事業所一覧表

No. 都市区|担号 事輩所番号 事業所名称 労務士コード 同意書
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同意 書

年金事務所から送付される健康保険・厚生年金保険被保険者報酬

月額算定基礎屈等、被保険者記録の情報が記載されている届蓄用紙

等について、当事業所が社会保険関係の業務委託を行っている社会

保険労務士 が、当該届出用紙文は電子媒体

を年金事務所より受け取ることについて同意します。

年金事務所長殿

平成年月日

事業所記号

事業所所在地

事業所名称

事業主名

電話番号

ー一一ー……ー愈

( ) 

社労士コード ( ) 
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。 記 入 の 方 法 は 裏 面 に 書 い て あ り ま す の で よ く お 読 み く だ さ い 。

。 「 ※ 」 印 欄 は 記 入 し な い で く だ さ い 。
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